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市
で
は
、
重
度
・
ひ
と
り
親
・
乳
幼

児
の
各
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
に
、

７
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者
証
を
送
付

し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
、
窓
口
で
更
新
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

①
平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
方

②
平
成
29
年
中
の
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な

い
方

　

市
で
は
、
小
学
生
以
下
の
医
療
費
と

中
学
生
の
入
院
医
療
費
の
無
料
化
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
８
月
か
ら
中
学
生

の
外
来
医
療
費
も
無
料
化
し
ま
す
。　

　

受
給
者
証
を

７
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。

８

月
か
ら
は
保
険

証
と
一
緒
に
医

療
機
関
窓
口
に

提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
合
せ
→
市
市
民
課
給
付
年
金
係
☎

内
線
２
１
０
９

●
持
参
す
る
も
の
→
印
鑑
・
健
康
保
険
証
・

所
得
課
税
証
明
書
ま
た
は
市
民
税
道
民
税

決
定
通
知
書
（
平
成
30
年
度
）
な
ど

●
手
続
き
・
問
合
せ
→
市
市
民
課
給
付

年
金
係
☎
内
線
２
１
０
８
、
朝
日
総
合

支
所
地
域
住
民
課
☎
（
28
）
２
１
２
１

　

現
在
の
限
度
額
認
定
証
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日
で
す
。
引
き
続
き
認
定
証

を
利
用
す
る
方
は
、
市
市
民
課
国
保
係
、

朝
日
総
合
支
所
地
域
住
民
課
ま
た
は
各

出
張
所
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

期
限
切
れ
の
認
定
証
は
申
請
窓
口
で

返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
→
市
市
民
課
国
保
係
☎
内
線

２
１
１
３

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

中
学
生
外
来
医
療
費
無
料
化

受
給
者
証
の
更
新
時
期
で
す

重
度
・
ひ
と
り
親
・
乳
幼
児
等
医
療

更
新
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す

国

保

限

度

額

適

用

認

定

証

　

市
で
は
、
中
小
企
業
が
労
働
生
産
性

向
上
の
た
め
に
行
う
設
備
投
資
を
後
押

し
す
る
た
め
、
生
産
性
向
上
特
別
措
置

法
に
も
と
づ
く
先
端
設
備
等
導
入
促
進

基
本
計
画
を
作
成
し
ま
し
た
。
所
定
の

条
件
を
満
た
し
認
定
を
受
け
た
事
業
者

は
、
次
の
支
援
措
置
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

①
生
産
性
向
上
の
た
め
の
設
備
取
得
時

の
固
定
資
産
税
軽
減

②
認
定
事
業
者
に
対
す
る
補
助
金
の
優

先
採
択

③
計
画
に
も
と
づ
く
資
金
繰
り
の
支
援

(

信
用
保
証)

※
計
画
の
く
わ
し
い
内
容
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
→
市
商
工
労
働
観
光
課
商
工

労
働
係
☎
内
線
２
３
８
４

的
に
設
置
部
分
の
不
具
合
や
老
朽
化
の

点
検
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
問
合
せ

上
川
総
合
振
興
局
建
設
指
導
課

☎

０
１
６
６
（
46
）
５
９
４
９

安
全
点
検
を
お
願
い
し
ま
す

屋

外

広

告

物

　

屋
外
広
告
物
は
、
補
修
な
ど
の
管
理

を
行
い
、
良
好
な
状
態
を
保
持
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
定
期

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

先
端
設
備
等
導
入
促
進
基
本
計
画

市
立
病
院
の
診
療
日
程
に
つ
い
て

　

広
報
し
べ
つ
７
月
１
日
号
で
療
養

診
療
科
の
診
療
日
に
記
載
漏
れ
が
あ

り
ま
し
た
。

　

診
療
日
は
、
月
曜
日
の
午
前
、
木

曜
日
の
午
後(

１
時
30
分
～
４
時)

で

す
。

※
水
・
木
曜
日
の
午
前
は
、
ス
キ
ン
ケ

ア
外
来(

要
予
約)

で
す
。



８月から医療費の自己負担限度額が変わります８月から医療費の自己負担限度額が変わります
　高額療養費制度の改正によって、８月診療分から国民健康保険に加入している 70 歳以上の方と後
期高齢者医療制度対象の方の医療費の自己負担限度額が変わります。
　現役並み所得者は細分化したうえで限度額が引き上げられ、一般区分の方は外来個人限度額が引き
上げられています。

●問合せ→市市民課国保係 ☎内線２１１３、市市民課給付年金係 ☎内線２１０９

適用区分
医療費
負担割合

ひと月の上限額
（世帯ごと）外来（個人ごと）

現役並み所得者 ３割 〈月額〉５７，６００円
〈月額〉８０，１００円 +（総医療費 -２６７，０００）×１％

【多数該当 ４４，４００円 】

一般

１割
または
２割

〈月額〉１４，０００円
〈年額〉１４４，０００円

〈月額〉５７，６００円
【多数該当 ４４，４００円 】

低所得者Ⅱ

〈月額〉８，０００円

〈月額〉２４，６００円

低所得者Ⅰ 〈月額〉１５，０００円

変更前（平成 30 年７月まで）

変更後（平成 30 年８月から）

適用区分
医療費
負担割合

ひと月の上限額
（世帯ごと）外来（個人ごと）

現役並み
所得者

課税所得
６９０万円以上

３割

〈月額〉２５２，６００円 +（総医療費ー８４２，０００円）×１％
【多数該当 １４０，１００円】

課税所得
３８０万円以上

〈月額〉１６７，４００円 +（総医療費ー５５８，０００円）×１％
【多数該当 ９３，０００円】

課税所得
１４５万円以上

〈月額〉８０，１００円 +（総医療費ー２６７，０００円）×１％
【多数該当 ４４，４００円】

一般

１割
または
２割

〈月額〉１８，０００円
〈年額〉１４４，０００円

〈月額〉５７，６００円
【多数該当 ４４，４００円 】

低所得者Ⅱ

〈月額〉８，０００円

〈月額〉２４，６００円

低所得者Ⅰ 〈月額〉１５，０００円

◎７０歳以上の低所得者Ⅰ・Ⅱの方および７０歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
※多数該当とは、過去１年間で４回以上高額療養費の支給を受けた方が４回目以降に適用となる限度額です。

　市では、高齢者の見守りや災害
時に備えた情報整備のため、地域
担当職員などによる高齢者世帯実
態調査を行います。調査のために
市職員などが自宅を訪問しますの
で、協力をお願いします。
※調査内容は、市個人情報保護条
例により厳正に取り扱います。

高齢者世帯実態調査を実施します 

●対象世帯
　▷ 70 歳以上で構成される世帯
●調査内容
　▷急病や災害時の連絡先
　▷日常生活の困りごとなど
●調査をする職員
　▷地域担当職員
　▷市保健福祉部職員
　▷市内ケアマネジャー

●問合せ
市地域包括支援センター
包括ケア係 ☎内線２１２１

● 実施期間→８月１日 (水 )～ 10 月 31 日 ( 水 ) ● 実施期間→８月１日 (水 )～ 10 月 31 日 ( 水 ) 



　

お
詫
び
と
訂
正

 

広
報
し
べ
つ
７
月
１
日
号
裏
表

紙
の
士
別
市
ま
め
知
識
で
名
前

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

秋
山
幸
太
郎
さ
ん
と
記
載
が

あ
り
ま
す
が
、
正
し
く
は
秋
山

孝
太
郎
さ
ん
で
す
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

日曜・祝日当番医
　士別市立病院☎（２３）２１６６
と次の医院が当番医です。

月 日 当　番　医 電話番号

７ 22 しべつ内科クリニック （23）2525

７ 29 松 塚 医 院 （23）1212

８ 11 道北クリニック （23）1111

８月の予防接種
四種混合、日本脳炎ワクチン、Ｂ型肝
炎ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチ
ン、ＢＣＧ、麻しん・風しん混合、水
痘、二種混合、子宮頸がんワクチン

接  種  場  所 接   種   日

松 塚 医 院 毎週月～土曜日

船 津 医 院 毎 週 木 曜 日

上 士 別 医 院 毎週月～土曜日

市 立 病 院 毎週火・水曜日

多 寄 医 院 毎週火・木・土曜日

あさひクリニック 毎週月～金曜日

しべつ内科クリニック 毎週月～金曜日

道北クリニック 毎週月～金曜日

※注 1　松塚医院では、日本脳炎ワクチンを実施
　していません。
※注2　市立病院の、子宮頸がんワクチンは毎週火
曜日、ポリオワクチンは毎週水曜日です。四種混合・
日本脳炎・ヒブワクチン・ＢＣＧ・小児肺炎球菌ワ
クチンは第１・３・５水曜日。麻しん・風しん混合は
第２・４水曜日の接種です。
※注 3　多寄医院と道北クリニックでは、ＢＣＧ
　を実施していません。
※接種日時は、予約時にご確認ください。

※注２

※注３

※注３

※注 1

●相談・問合せ
市保健福祉センター
 ☎（２２）２４００
朝日総合支所
 ☎（２８）２１２１

▷保健福祉センター
　→８月６日（月）
　午前９時～正午
▷朝日総合支所
　→８月23日（木）
　午前10時～午後３時
※予約不要。

栄養相談

火災予防　火災予防　麦わら麦わら・・枯れ草焼き枯れ草焼きに注意！に注意！
　この時期は、麦わらや枯れ草などへの火入れが多くなり
ます。麦わら・枯れ草焼きを行うときは、次のことを守っ
てください。
▷ 事前に消防署に連絡するか、届出書を提出する
▷ 日没後は行わない
▷ ほかに燃え移らないような処置する
▷ 監視しながら少量ずつ行う
▷ 消火の準備をする
▷ 残り火、飛び火に気をつける
▷ 風の強い日は行わない
●問合せ
　士別地方消防事務組合 ☎（２３）２６１９

臨時駐車場利用のお願い
　７月 17 日 (火) から、庁舎の建替工事が
始まります。来庁される方は、臨時駐車場を
利用してください。
●問合せ→市総務課行政係 ☎内線２２０２

出
張
年
金
相
談

●
７
月
24
日

（火）
午
前
10
時
～
午
後
４　

時
30
分　

※
完
全
予
約
制
で
す
。

●
会
場
→
士
別
商
工
会
館

●
予
約
・
問
合
せ
→
旭
川
年
金
事
務
所

　

☎
０
１
６
６(

72)

５
０
０
４

 

行
政
相
談

●
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
を

　

受
け
付
け
ま
す
。

●
７
月
25
日

（水）
午
前
10
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
３
時

●
会
場
→
市
役
所
会
議
室
２
０
１

●
問
合
せ
→
市
環
境
生
活
課
市
民
生

　

活
係
☎
内
線
２
２
３
５

８月の運転免許更新時講習日程
●優良運転者講習
　８月９日（木）午後１時～１時３０分
　８月23日（木）午後６時～６時３０分
●一般運転者講習
　８月16日（木）午後１時～２時
●初回運転者講習
　８月９日（木）午後２時～４時
●違反運転者講習
　８月23日（木）午後７時～９時
◎会場は、市民文化センターです。
※問合せは、士別地区交通安全協会連合会
（士別警察署内）　☎（２３）０１１０まで

●日程→８月３日（金）～６日（月）　
　のうち１日。申し込みの際に、都
　合の良い日を伝えてください。
●料金→ 1,000 円（１作品あたり）
●申込期限→希望日の前日
●申込み・問合せ→めん羊工　
　芸館くるるん☎ (23)3793

　ミニタペストリー＆アクセサリーミニタペストリー＆アクセ
８月講習会８月講習会



本人の合計所得特別控除
 後が 160 万円未満

年金収入＋その他合計
   所得金額特別控除後

　市では、若年層を対象にした健康診断を行っています。生活習慣病予防のため、年に１回、健
康診断を受けましょう。
　８月以降の健診日程や受診の際の注意事項は、ホームページをご覧ください。
●対象→ 30 ～ 39 歳の市民（職場などで、健康診断の受診機会が無い方）
●健診料金→ 自己負担 1,800 円
●健診項目→身体計測、血圧・脂質・代謝・肝臓・腎臓の検査、尿検査、医師による診察
●８月日程→ 下表のとおり　　　　

●問合せ→ 市保健福祉センター ☎ (２２)２４００、朝日総合支所 ☎ (２８)２１２１

若年者健診を受けましょう

会場 健診日 時間（午前） 申込み 申込期限

成人病健診センター

１日①
８日②
15 日①
22 日②
29 日①

  　８時 30 分 男性
　  10 時      女性
　  ８時 30 分 女性
　  10 時      男性

成人病健診センター
☎（22）2600

健診日の
1週間前

朝日武道館 ９日 ８ 時 ～ 1 0 時 3 0 分 保健福祉センター
☎（22）2400保健福祉センター 18 日 7 時～ 11 時

あさひクリニック ※予約時に調整します。 あさひクリニック
☎（28）3333

希望日の
1週間前

①

②

介護保険サービスの所得指標・負担割合が変わります
　介護保険制度の改正により、８月から介護保険サービス利用時の所得指標と負担割合の取り扱い
が変わります。　

① 所得指標の見直し

● 従来の所得指標
　・合計所得金額

　　収入－ (公的年金控除＋給与所得控除＋必要経費控除 )
　・その他の合計所得金額
　　合計所得金額－年金の雑所得

● 新しい所得指標
　・合計所得金額特別控除後
　　合計所得金額－分離譲渡所得にかかる特別控除

　・その他の合計所得金額特別控除後
　　その他の合計所得金額－分離譲渡所得にかかる特別控除

※分離譲渡所得にかかる特別控除
　公共事業の用地買収などによる分離譲
渡所得にかかる税額を控除すること

　所得指標は従来の指標から「分離譲渡
所得にかかる特別控除 (※)」を行った後
の金額になります。

② 負担割合の見直し
　原則 1 割または２割の負担となっていましたが、一
定以上所得のある 65 歳以上の方の負担割合が３割にな
ります。

本人が住民税を課税されていない
　または生活保護を受給している

本人の合計所得特別控除
 後が 220 万円未満

同一世帯に 65 歳以上の方
(本人含む )が
　１人：280 万円
　２人以上：合計 346 万円

利用者負担３割利用者負担２割利用者負担１割

未満 以上
●問合せ→市介護保険課介護保険係
　　　　　☎内線２１３１、２１２４

65 歳以上の方

年金収入＋その他合計 
   所得金額特別控除後

同一世帯に 65 歳以上の方
(本人含む )が
　１人：340 万円
　２人以上：合計 463 万円

未満

はい

以上

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ


